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開  催   日 ： 平成３０年１２月２６日（水） 

開 催 場 所 ： 棚倉田舎倶楽部 

主       催 ： ケーアイ企画・棚倉田舎倶楽部 

後       援 ： 棚        倉        町 

                                  棚  倉  町  商  工  会 

          棚  倉  町  金  融  団 

福 島  民 友  新 聞 社 

福 島 県 ゴ ル フ 連 盟 

 

 

 

 

 

 

 



   冬休みジュニア親子ゴルフ大会     

      競   技   規   定     

    

主    催：ケーアイ企画・棚倉田舎倶楽部 

〒963-6122  福島県東白川郡棚倉町大字仁公儀字川原田２８６ 

ＴＥＬ0247-33-3191  ・ ＦＡＸ0247-33-3196 

後    援：棚倉町・棚倉町商工会・棚倉町金融団・福島民友新聞社・福島県ゴルフ連盟 

開 催 日：2018年 12月 26日（水曜日） 

場    所：棚倉田舎倶楽部 

〒963-6122  福島県東白川郡棚倉町大字仁公儀字川原田２８６ 

ＴＥＬ0247-33-3191  ・ ＦＡＸ0247-33-3196 

 

１・ゴルフ規則   ：日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルールを適用する。 

２・競技委員会の裁定：競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄

について、この委員会の裁定は最終である。 

３・開催要項    ：受付終了後、競技会に移る。 

４・参加資格    ：小学生から中学生でゴルフが大好きな人であれば参加を認める。 

５・参加人数    ：参加希望で申し込みがなされた方全て受付ける。 

６・競技種目    ：(１)小学 4年生以下の部 

                    (２)小学生 5・6年の部 男・女 

                    (３)中学生の部 男・女 

７・競技方法    ：18ホール・ストロークプレー（スクラッチ）とする。 

８・使用球の規格：『公認球リストの条件・ゴルフ規則付 I(B)1b』を適用する。 

                                              （ゴルフ規則 177ページ参照） 

９・使用クラブの規格：『適合ドライバーヘットリストの条件・ゴルフ規則付 I(B)1a』を

適用する。但し、小学生は除く（ゴルフ規則 176ページ参照） 

１０・タイの決定   ：順位がタイの場合は、マッチング・スコアカード方式（NO.10～NO18）

とする。 

１１・移動        ：正規のラウンド中の移動については全員乗用カートに乗用し移動を

認めます。 

１２・キャディー  ：各組の父兄にお願いします、安全運転に留意し走行していただき、 

当日は父兄の方に FWの目砂や Gデボット補修をお願いします。 

１３・競技終了時点：本競技は、競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了した

ものとみなす。 

１４・使用ティー  ：各種目別ティーマークとする。 

 



１５・参加申込み：参加希望者は、所定の用紙により棚倉田舎倶楽部に郵送か持参又は、

ホームページより申し込むこと。 

(URL http://www.tanagura-cc-co.jp/) 

申込先 棚倉田舎倶楽部 

〒963-6122   福島県東白川郡棚倉町大字仁公儀字川原田 286  

ＴＥＬ0247-33-3191 ・ＦＡＸ0247-33-3196 

※プレーは子供のみになります。 

            (１)申込開始日：2018年 10月 15日（月）午前 10時から申込みを受け付ける。 

            (２)申込締切日：2018年 12月 10日（月）午後 5時必着  

締切り後の申し込みは理由の処何を問わず受理しない。 

(３)参加料：6,000円（子供プレー・参加費・昼食代・父兄の昼食代含む。 

（1組 2名様での申し込み） 

※ 締切り後の参加取り消しの場合、参加料は納付していただきます。 

１６・個人情報に関：参加希望者は、参加申込みに際し、棚倉田舎倶楽部が取得する参加

申込者の個人情報する同意内容を次の目的の範囲内で他に提供（公

表）することについて、予め同意することを要する。 

（１）当該競技（以下「親子大会」と称する）の参加資格の審査。 

（２）親子大会の開催および運営に関する業務。これには①参加者に対する競

技関係書類（組合せ表等）の発送、②親子大会の開催に際し、関係者（報

道関係者を含む） に対する参加者の氏名、生年月日、学校名および学年

その他選手紹介情報並びに競技結果の公表を含む。 

（３）この申込みによる参加者の個人情報と競技結果の記録保存、並びに大会

終了後において必要に応じ、そのうち上記(２)②記載の公表事項の敵宜 

の方法による公表。 

１７・制服規定など：プレーヤーは参加にあたり、主催者や開催コースより、服装規定や

その他遵守すべき規定の通知があった場合それに従うこと。 

 

注意 :グリーンに著しく損傷を与えるシューズは、使用禁止とすることがあります。 

※スポーツ保険に加入しますがそれ以上の保証は致しかねます。 

          

                                           棚倉田舎倶楽部  競技委員会 



第１回 冬休みジュニア親子ゴルフ大会 

ローカルルールと競技の条件 

開  催  日 ： 平成３０年１２月２６日（水） 

開催 コース ： 棚倉田舎倶楽部（東・西・中コース） 

 

標記競技は、日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則とこのローカルルールと競技の条件を適用する。 

別途規定されている場合、または適用規則が明示されている場合を除き、ローカルルールまたは競技の条件の違反ストロ

ークプレーでは２打の罰とする 

 

１、アウトオブバウンズ（規則 27-1） 

(１)アウトオブバウンズは白杭の内側の地表レベルの点で定められる。 

２、ウォーターハザード（ラテラル・ウオーターハザードを含む）（規則 26） 

(１)ラテラル・ウオーターハザードは赤杭または赤線をもってその限界を表示する。線と杭が併用されている場合は線が

その限界を表示する。 

３、異常なグラウンド状態（規則 25-1） 

(１)修理地は青杭を立て、白線をもってその限界を表示する。 

４、障害物（規則 24） 

(１)排水溝は動かせない障害物とみなす。 

(２)動かせない障害物に近接している他の動かせない障害物は一体の障害物とみなす。 

(３)動かせない障害物に白線で繋がれた区域はその障害物とみなす。 

(４)動かせない障害物によって囲まれた造園区域（花壇）はその障害物の一部とみなす。 

５、パッティンググリーン上で球が偶然に動かされた場合 

規則 18-2、18-3、20-1は次の通り修正される。 

プレーヤーの球がパッティンググリーン上にある場合、その球やボールマーカーがプレーヤーやパートナー、相手また

はそのいずれかのキャディーや携帯品によって偶然に動かされても罰はない。 

その球やボールマーカーは規則 18-2、18-3、そして規則 20-1 に規定されている通りにリプレースされなければならな

い。このローカルルールはプレーヤーの球やボールマーカーがパッティンググリーン上にあり、いかなる動きも偶然であ

る場合にだけ適用する。 

注：パッティンググリーン上のプレーヤーの球が風、水あるいは重力などの他の自然現象の結果として動かされたものと

判断された場合、その球はその新しい位置からあるがままの状態でプレーされなければならない。そのような状況で

動かされたボールマーカーはリプレースされることになる。 

６、距離計測機器 

プレーヤーは距離計測機器の使用によって距離の情報を得ることができる。正規のラウンド中にプレーヤーのプレーに

影響する可能性のある他の条件（標高変化、風速など）を計測するために距離計測機器を使用した場合プレーヤーは

規則 14-3の違反となる（小学生を除く） 

７、規則 6-6ｄ例外の修正 

規則 6-6ｄ例外は次の通り修正される。 

どのホールであっても、競技者がスコアカードを提出する前には罰を受けていたことを知らずに 1 打または複数の罰打

を含めなかったために、真実より少ないスコアを提出していた場合、その競技者は競技失格とはならない。このような状

況では、その競技者は該当する規則に規定されている罰を受けるが、規則 6-6ｄに違反したことに対する追加の罰はな

い。該当する罰が競技失格である場合にはこの例外は適用しない。 



 

競技の条件 

 

１、委員会の裁定 

委員会は競技の条件を修正する権限を有す、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 

２、クラブと球の規格 

(１)適合ドライバーヘッドリスト『付属規則 I(Ｂ)1a』を適用する。但し、小学生は除く。 

(ゴルフ規則 176ページ参照) 

  (２)公認球リスト『付属規則Ｉ(Ｂ)1a』を適用する。(ゴルフ規則 177ページ参照) 

３、険悪な気象状況によるプレーの中断(規則 6-8ｂ注) 

付属規則Ｉ(Ｂ)４を適用する。(ゴルフ規則 180ページ参照)通報は以下の通り。 

プレーの即時中断：サイレンを鳴らし放送を入れる。 

プレーの中断：同上 

プレーの再開：同上 

注：険悪な気象状況による中断中は、委員会が開放と宣言するまで、すべての練習施設は閉鎖となる。 

    閉鎖されている施設で練習しているプレーヤーは参加を取消されることがある。 

４、練習 

  ホールとホールの間での練習禁止『付属規則Ｉ(Ｂ)5ｂ』を適用する。(ゴルフ規則 181ページ参照) 

５、移動 

  正規のラウンド中の移動について、本競技に於いては、全員カートの乗用を認める。 

６、スコアカードの提出 

  アマチュア競技(本選競技)においては、エリア方式を採用する。 

７、タイの決定 

18ホールを終了し順位がタイの場合は、マッチングスコアカード方式（NO10～NO18）により決定する。 

８、競技終了時点 

  本選競技においては競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

実施細則及び連絡事項 

 

１、当日、クラブハウスオープン、受付開始時間は午前 6時 30分となります。 

２、開講式は、行わない受付終了後スタート準備をして下さい。 

３、スタート 5分前には必ず所定のティーインググランド周辺に待機すること。 

４、競技の条件やローカルルールに追加、変更があるときは、マスター室前に掲示して告知する。 

５、参加選手は東北ゴルフ連盟ジュニア会員服装規定に則った服装で参加することが望ましい。 

６、帽子は必ずかぶること。 

７、全学年乗用カートを使用し、キャディーバッグはカートに積んでプレーすることとなります。各組カートの運転は、同伴

の父兄の方にお願い致します。尚、父兄の方は FWの目砂やグリーンデボットの補修をお願い致します。 

８、パッティンググリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用禁止することがある。 

９、予備グリーン（カラーを含む）は『目的外のパッティンググリーン』とする。球が目的外のパッティンググリーン上にある場

合、競技者は規則 25-3基づいて救済を受けなければならない。 

１０、ハーフ 2時間を目標として、進行に留意し先行組との間隔を不当に空けないように注意すること。 

１１、競技は次打者マーカー制とする。 

１２、グリーン上のマークは、競技者自身で行うこと。 

１３指定練習場以外での練習は禁止する。 

１４、本競技においては、緊急時を除いてプレー中携帯電話等の通信機器の使用を禁止する。 

１５、選手はプレー中はもとより、クラブハウス内においても、マナー・エチケットをよく守り、あいさつや返事はジュニアプレ

ーヤーらしく、きびきびとした態度で行動すること。 

１６、表彰式は、プレー終了後レストランにておこないます。 

１７、使用ティーマーカー 

    ○中学生男子           白 マーク     ○中学生女子       銀 マーク 

    ○小学生 5～6男子      銀 マーク     ○小学生 5～6女子  赤 マーク 

    ○小学生 4年以下男女   桃 マーク 

 

                                                                      競技委員長  生方 淳子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東北ゴルフ連盟  ジュニア会員服装規定 

制定：平成２５年２月１５日 

改定：平成２５年１２月２日 

下記服装規定に則り、競技へ参加すること 

罰則：競技当日、規定に違反した服装の場合、規定にあった服に着替えれば参加可能とする。 

着替えができない場合、競技失格(規則３３‐7) 

 

【服装規定】 

学生・生徒らしく、清潔、端正で若々しく、ゴルフをするのにふさわしい服装であること。 

 

１． 競技の出場時において、自宅から開催倶楽部までの行き返り及びクラブハウス内・表彰式は制服のある場合は制服

を着用し、制服が無い場合は、服装規定に則った服装とする。 

 

２． シャツは襟付きで単色無地のものとする。(マーク表示は可) 

 

３． シャツの裾はズボン若しくはスカート等の中に入れる事。 

 

４． アンダーウェアの着用は認めるが単色無地のものであること。 

 

５． ノースリーブシャツの着用は禁止とする。 

 

６． ズボン・スカート等は単色無地とする。半ズボンの着用を認める場合は、その都度当該競技で定める。 

 

７． カーゴパンツ・ホットパンツ・ミニスカート・サブリナパンツ・ジャージは禁止とする。 

 

８． ベルトは単色のものとする。バックルが華美なものは禁止とする。 

 

９． 帽子はキャップのみとする。ワークキャップ・サンバイザーは禁止とする。 

 

１０．染髪・化粧・アクセサリーの着用は禁止とする。 

 

服装規定に不明な点や不安のある場合は、必ず事前に連盟に確認のうえ出場のこと。 

 

※ご父兄の皆様へお願い 

  本服装規定はゴルファーであることの前に・生徒であることを重視し、子供達に服装規定を設け、エチケット・マナーを

守ることを目的に制定しております。従いましてご父兄の方々も子供たちに指導していただくとともに、ゴルフ場への入

場の際は子供たちのお手本になるような服装でお願い申し上げます。 

  相応しくない服装の場合（短パン・T シャツ・サンダル・ハイヒール等）は、ご父兄の方の入場をご遠慮いただく場合があ

ります。 
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